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教育委員会修士部会 

  

１．研究計画書の確認 

    修士部会は、学生から１年次初月に提出のあった「研究計画書」により研究の目的、計画、方法が 

科学的見地から妥当であるかどうか、研究計画が倫理上の要請に適切に従っているかどうかを確認 

する。なお、倫理審査等について、提出時点では承認申請準備中でも構わないが、必要に応じて 

修士部会としての指導を行うことがある。 

    また、研究を開始するにあたっては、指導教員に確認の上、必ず必要な各倫理関係委員会の 

承認を得たうえで開始すること。（実験実施者としての追加等も含む） 

 

※１  変更申請について：「研究計画書」承認後の変更について、指導教員が確認の上、軽微な 

変更の場合は、申請不要とする。研究の方針転換等、大幅な変更が生じる場合は、都度 

「研究計画書」を提出すること。 

※２ 申請予定の倫理審査について：研究計画書提出時には、現状の内容及び倫理審査の予定に 

ついて明記することとし、審査承認後、速やかに申請書類および結果通知書を提出すること。 

 

２．中間発表会の実施と修士論文の「研究の倫理」に関する調査書の再確認について 

  （1）中間発表会の実施 

     医歯学総合研究科（修士課程）では、学生が医科学研究の課題の背景・目的、進捗状況等に 

ついて、他の学生あるいは教員に対して発表して説明を行なうための発表会の場として「修士

論文中間発表会」を実施する。 

中間発表会は、自身が発表するだけでなく、他の学生の発表を聞いて理解し、それに対して

質疑応答をすることで、今後の研究計画を明確化し、研究発表の方法・技術を学ぶ場でもある

ため、勤務上の都合等の自己都合を理由とした欠席は認めない。 

ただし、「事故・疾病等※の不慮の事由による場合」等のやむを得ない事情により、発表 

できない場合は、その事由が消滅した後に中間発表を行うこととする。 

（※新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の感染性疾患に罹患した場合など） 

  （2）修士論文の「研究の倫理」に関する調査書の再確認について 

      学生は、中間発表会開催日まで（標準修了の場合は１年次後期末）に、修士論文の「研究の 

倫理」に関する調査書及び申請書類と結果通知書を再度提出するものとする。 
     修士部会は、再提出された、修士論文の「研究の倫理」に関する調査書を修士部会において 



確認し、当該研究が、必要な各倫理関係委員会の承認を得た上で行われているか確認を行う。 

３．学位論文の提出（論文受理） 

     学生は、２年次後期（標準修了の場合）の所定の期日までに、「学位論文」、「修士論文の「研究

の倫理」に関する調査書」及び申請した全ての倫理審査委員会への申請書類とその結果通知書 

などを提出する。 

修士部会委員は、提出された学位論文について、修士論文の書き方や合理性、標準的な質を 

担保するためのチェック（査読）と、学生の研究が、必要な各倫理関係委員会の承認を得た上で 

行われているかの確認を行い、学務課医歯学大学院係を通じて学生へ結果を通知する。 

学生は、修士部会員からの査読の結果、修正が必要となった場合は、論文の修正を行い、修士

論文発表会前の所定の期日までに再提出すること。 

なお、提出された修士論文の専門分野の科学的内容の審査は、主査・副査及び修士論文発表

会による審査を主体とし、医歯学総合研究科教授会の議を経て行われる。 

  

４．修士論文発表会の実施 

      論文提出者は、毎年、標準修了の場合、２月（１０月入学者の場合は８月）頃に開催される論文

発表会において、所定の時間内で発表をし、主査・副査ならびに会場の出席者の質疑を受ける。

質問の内容は学位論文の関連分野を含み、これが最終試験に相当する。論文発表会は、自身

が発表するだけでなく、他の学生の発表を聞いて、それに対して質疑応答をすることで、今後の

研究への課題を確認したり、研究発表の方法・技術について学んだりする場であるため、勤務上

の都合等の自己都合を理由とした欠席は認めない。 

   ただし、「事故・疾病等※の不慮の事由による場合」等のやむを得ない事情により、発表 

できない場合は、その事由が消滅した後に論文発表を行うこととする。 

（※新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の感染性疾患に罹患した場合など） 

 


